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議案第８５号 

上越市市税条例等の一部改正について 

上越市市税条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和元年６月５日提出 

                          上越市長  村 山 秀 幸   

 

上越市市税条例等の一部を改正する条例 

（上越市市税条例の一部改正） 

第１条 上越市市税条例（昭和４６年上越市条例第７７号）の一部を次のように改正する。 

第２４条の２第１項中「においては」を「には」に、「同項第１号に掲げる寄附金」を

「同条第２項に規定する特例控除対象寄附金」に改め、同条第２項中「第３１４条の７第

２項」を「第３１４条の７第１１項」に改める。 

附則第５条の３の２第１項中「平成４３年度」を「令和１５年度」に、「平成３３年」

を「令和３年」に、「附則第５条の４の２第６項（同条第９項」を「附則第５条の４の２

第５項（同条第７項」に改め、同条第２項を削り、同条第３項中「第１項の規定の適用が」

を「前項の規定の適用が」に改め、同項を同条第２項とする。 

附則第５条の４中「第３１４条の７第２項第２号」を「第３１４条の７第１１項第２号」

に改める。 

附則第７条の前の見出し中「寄附金控除額」を「寄附金税額控除」に改め、同条第１項

中「によって」を「により」に、「第３１４条の７第１項第１号に掲げる寄附金」を「第

３１４条の７第２項に規定する特例控除対象寄附金」に、「地方団体に対する寄附金」を

「特例控除対象寄附金」に、「地方団体の長」を「都道府県の知事又は市町村若しくは特

別区の長（次項及び第３項において「都道府県知事等」という。）」に改め、同条第２項

及び第３項中「地方団体の長」を「都道府県知事等」に改める。 

附則第７条の２中「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、「におい

ては」を「には」に改める。 

附則第８条の２第３項中「附則第１５条第３２項第１号イ」を「附則第１５条第３３項

第１号イ」に改め、同条第４項中「附則第１５条第３２項第１号ロ」を「附則第１５条第

３３項第１号ロ」に改め、同条第５項中「附則第１５条第３２項第１号ハ」を「附則第 

１５条第３３項第１号ハ」に改め、同条第６項中「附則第１５条第３２項第１号ニ」を

「附則第１５条第３３項第１号ニ」に改め、同条第７項中「附則第１５条第３２項第１号

ホ」を「附則第１５条第３３項第１号ホ」に改め、同条第８項中「附則第１５条第３２項
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第２号イ」を「附則第１５条第３３項第２号イ」に改め、同条第９項中「附則第１５条第

３２項第２号ロ」を「附則第１５条第３３項第２号ロ」に改め、同条第１０項中「附則第

１５条第３２項第３号イ」を「附則第１５条第３３項第３号イ」に改め、同条第１１項中

「附則第１５条第３２項第３号ロ」を「附則第１５条第３３項第３号ロ」に改め、同条第

１２項中「附則第１５条第３２項第３号ハ」を「附則第１５条第３３項第３号ハ」に改め、

同条第１３項中「附則第１５条第３９項」を「附則第１５条第４０項」に改め、同条第 

１４項中「附則第１５条第４３項」を「附則第１５条第４４項」に改め、同条第１５項中

「附則第１５条第４６項」を「附則第１５条第４７項」に改める。 

附則第８条の３第６項中「附則第１２条第１７項」を「附則第１２条第１９項」に改め、

同条第７項第４号中「附則第１２条第２１項」を「附則第１２条第２３項」に改め、同項

第６号中「附則第１２条第２２項」を「附則第１２条第２４項」に改め、同条第８項第５

号及び第１０項第５号中「附則第１２条第２９項」を「附則第１２条第３１項」に改め、

同条第１１項中「附則第１２条第１７項」を「附則第１２条第１９項」に改める。 

附則第１２条の３第１項中「法附則第３０条第１項」を「平成１８年３月３１日までに

初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定（次項から第４項

までにおいて「初回車両番号指定」という。）を受けた法附則第３０条第１項」に、「当

該軽自動車が初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定（以

下この条において「初回車両番号指定」という。）を受けた月から起算して１４年を経過

した月の属する年度以後の年度分」を「令和元年度分」に改め、同条第２項から第４項ま

でを削り、同条第５項中「附則第３０条第６項第１号及び第２号」を「附則第３０条第２

項第１号及び第２号」に、「平成３１年度」を「令和元年度」に、「第２項の表」を「次

の表」に改め、同項に次の表を加える。 

第２号ア 

３，９００円 １，０００円 

６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

附則第１２条の３第５項を同条第２項とし、同条第６項中「附則第３０条第７項第１号

及び第２号」を「附則第３０条第３項第１号及び第２号」に改め、「以上の軽自動車」の

次に「（ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。以下この項及び次項におい

て同じ。）」を加え、「平成３１年度」を「令和元年度」に、「第３項の表」を「次の表」

に改め、同項に次の表を加える。 
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第２号ア 

３，９００円 ２，０００円 

６，９００円 ３，５００円 

１０，８００円 ５，４００円 

３，８００円 １，９００円 

５，０００円 ２，５００円 

附則第１２条の３第６項を同条第３項とし、同条第７項中「附則第３０条第８項第１号

及び第２号」を「附則第３０条第４項第１号及び第２号」に、「平成３１年度」を「令和

元年度」に、「第４項の表」を「次の表」に改め、同項に次の表を加える。 

第２号ア 

３，９００円 ３，０００円 

６，９００円 ５，２００円 

１０，８００円 ８，１００円 

３，８００円 ２，９００円 

５，０００円 ３，８００円 

附則第１２条の３第７項を同条第４項とする。 

附則第１２条の３の２第１項中「第７項」を「第４項」に改める。 

附則第２３条第２項中「平成３３年度」を「令和３年度」に改め、同条第３項第１号中

「及び氏名」の次に「又は名称」を加え、同条第４項中「仮換地等（」を「特定仮換地等

（」に、「仮換地等」」を「特定仮換地等」」に、「仮換地等納税義務者」を「特定仮換

地等納税義務者」に、「仮換地等の」を「特定仮換地等の」に、「仮換地等に」を「特定

仮換地等に」に改め、同条第６項中「平成３４年度」を「令和４年度」に改める。 

第２条 上越市市税条例の一部を次のように改正する。 

第２８条中第７項を第８項とし、第６項を第７項とし、第５項を第６項とし、第４項の

次に次の１項を加える。 

５ 第１項又は前項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第１９０

条の規定の適用を受けたものを有する者で市内に住所を有するものが、第１項の申告書

を提出するときは、法第３１７条の２第１項各号に掲げる事項のうち法施行規則で定め

るものについては、法施行規則で定める記載によることができる。 

第２９条の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第１

項中「同項の」を「同項に規定する」に改め、同項第３号を同項第４号とし、同項第２号

の次に次の１号を加える。 

⑶ 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨 

第２９条の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第１
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項中「第２０３条の５第１項」を「第２０３条の６第１項」に改め、「ならない者」の次

に「又は法の施行地において同項に規定する公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定

の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）の支払を受け

る者であって、扶養親族（控除対象扶養親族を除く。）を有する者若しくは単身児童扶養

者である者」を加え、「同項の」を「所得税法第２０３条の６第１項に規定する」に、

「同項に規定する公的年金等」を「公的年金等」に改め、同項第３号を同項第４号とし、

同項第２号の次に次の１号を加える。 

⑶ 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨 

第２９条の３第２項中「第２０３条の５第２項」を「第２０３条の６第２項」に改め、

同条第４項中「第２０３条の５第５項」を「第２０３条の６第６項」に改める。 

第３０条第１項中「によって」を「により」に、「同条第６項」を「同条第７項」に、

「第７項」を「第８項」に、「においては」を「には」に改める。 

第８９条の８の次に次の１条を加える。 

（環境性能割の課税免除） 

第８９条の９ 特定非営利活動法人が設立の日以後３年以内に特定非営利活動事業の用に

供する三輪以上の軽自動車について次の各号のいずれかに該当する取得をしたときは、

環境性能割を課さない。 

⑴ 無償による取得 

⑵ 寄附金、補助金、会費その他これらの性質を有する収入（特定非営利活動法人が行

う資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供の対価として得るものを除く。）による

取得 

附則第１２条の２の６に次の１項を加える。 

３ 自家用の三輪以上の軽自動車であって乗用のものに対する第８９条の４（第２号に係

る部分に限る。）及び前項の規定の適用については、当該軽自動車の取得が特定期間に

行われたときに限り、これらの規定中「１００分の２」とあるのは、「１００分の１」

とする。 

附則中第１２条の２の６を第１２条の２の７とし、第１２条の２の３から第１２条の２

の５までを１条ずつ繰り下げる。 

附則第１２条の２の２に次の３項を加える。 

２ 新潟県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収

に関し、三輪以上の軽自動車が法第４４６条第１項（同条第２項において準用する場合

を含む。）又は法第４５１条第１項若しくは第２項（これらの規定を同条第４項におい
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て準用する場合を含む。）の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判

断をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則第２９条の９第３項に規定する国土交

通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

３ 新潟県知事は、当分の間、第１項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能

割につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第１２条の２の５の規定

により読み替えられた第８９条の６第１項の納期限（納期限の延長があったときは、そ

の延長された納期限）後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土

交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者に当該申

請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。）により

国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認

定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人

を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車について法附則第２９条の１１の規定によりそ

の例によることとされた法第１６１条第１項に規定する申告書を提出すべき当該三輪以

上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、同

項の不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とす

る。 

附則中第１２条の２の２を第１２条の２の３とし、第１２条の２の次に次の１条を加え

る。 

（軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第１２条の２の２ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項において準用する場合を含

む。）に掲げる三輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以下この条において同じ。）

に対しては、当該三輪以上の軽自動車の取得が令和元年１０月１日から令和２年９月 

３０日までの間（附則第１２条の２の７第３項において「特定期間」という。）に行わ

れたときに限り、第８８条第１項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さ

ない。 

附則第１２条の３中「附則第３０条」を「附則第３０条第１項」に改め、「指定」の次

に「（次項から第４項までにおいて「初回車両番号指定」という。）」を加え、同条に次

の３項を加える。 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第９０

条の規定の適用については、当該軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に
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限り、当該軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲

げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア(イ)  ３，９００円 １，０００円 

第２号ア(ウ)ａ 
６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

第２号ア(ウ)ｂ 
３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に掲げる法第４４６条第１項第３号に規定す

るガソリン軽自動車（以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。）の

うち三輪以上のものに対する第９０条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車

が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和２年４

月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３年

度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア(イ)  ３，９００円 ２，０００円 

第２号ア(ウ)ａ 
６，９００円 ３，５００円 

１０，８００円 ５，４００円 

第２号ア(ウ)ｂ 
３，８００円 １，９００円 

５，０００円 ２，５００円 

４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上の

もの（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第９０条の規定の適用につい

ては、当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガ

ソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる

同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア(イ)  ３，９００円 ３，０００円 

第２号ア(ウ)ａ 
６，９００円 ５，２００円 

１０，８００円 ８，１００円 

第２号ア(ウ)ｂ ３，８００円 ２，９００円 
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５，０００円 ３，８００円 

附則第１２条の３の２を次のように改める。 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第１２条の３の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車

が前条第２項から第４項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するかど

うかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則第３０条の２第１項に規定す

る国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をするものと

する。 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第９１条第

２項の納期限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限）後において知っ

た場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽

りその他不正の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供

した者の偽りその他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を受けたことを

事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであ

るときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に

係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定（第 

９６条及び第９７条の規定を除く。）を適用する。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の

不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

第３条 上越市市税条例の一部を次のように改正する。 

第１５条第１項第２号中「又は寡夫」を「、寡夫又は単身児童扶養者」に改める。 

附則第１２条の３第１項中「第４項」を「第５項」に改め、同条に次の１項を加える。 

５ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車のうち、自家用

の乗用のものに対する第９０条の規定の適用については、当該軽自動車が令和３年４月

１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度

分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月 

３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別

割に限り、第２項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 

附則第１２条の３の２第１項中「第４項」を「第５項」に改める。 

（上越市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 上越市市税条例等の一部を改正する条例（平成２８年上越市条例第４８号）の一部
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を次のように改正する。 

第１条の２のうち、上越市市税条例附則第１２条の２の次に５条を加える改正規定（同

条例附則第１２条の２の６第２項に係る部分に限る。）中「については」の次に「、当分

の間」を加え、同条例附則第１２条の３第１項の改正規定中「初めて道路運送車両法第 

６０条第１項後段の規定による」を「最初の法第４４４条第３項に規定する」を「平成 

１８年３月３１日までに初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号

の指定（次項から第４項までにおいて「初回車両番号指定」という。）を受けた法附則第

３０条第１項」を「法附則第３０条」に、「令和元年度分」を「当該軽自動車が最初の法

第４４４条第３項に規定する車両番号の指定を受けた月から起算して１４年を経過した月

の属する年度以後の年度分」に改め、同条例附則第１２条の３第２項から第７項までを削

る改正規定中「第７項」を「第４項」に改める。 

第５条 上越市市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年上越市条例第３３号）の一部

を次のように改正する。 

第１条のうち、上越市市税条例第４５条第１項の改正規定中「及び第１１項」を「、第

１１項及び第１３項」に改め、同条に３項を加える改正規定中「３項」を「８項」に改め、

同改正規定（同条第１０項に係る部分に限る。）中「次項」の次に「及び第１２項」を加

え、「その他法施行規則で定める方法」を削り、同改正規定（同条第１２項に係る部分に

限る。）中「申告は、」の次に「申告書記載事項が」を加え、同改正規定に次のように加

える。 

１３ 第１０項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係

手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項

の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、

同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて市長の承認を受けたとき

は、当該市長が指定する期間内に行う同項の申告については、前３項の規定は、適用し

ない。法人税法第７５条の４第２項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に

提出した第１０項の内国法人が、当該税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下

の処分を受けていない旨を記載した法施行規則で定める書類を、納税申告書の提出期限

の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市長に提出した場合に

おける当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告についても、同様とする。 

１４ 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けること

が必要となった事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他法施行規

則で定める事項を記載した申請書に法施行規則で定める書類を添付して、当該期間の開
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始の日の１５日前までに、これを市長に提出しなければならない。 

１５ 第１３項の規定の適用を受けている内国法人は、第１０項の申告につき第１３項の

規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他法施行規則で定める事

項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。 

１６ 第１３項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第３２１条の８第５１

項の処分又は前項の届出書の提出があったときは、これらの処分又は届出書の提出があ

った日の翌日以後の第１３項前段の期間内に行う第１０項の申告については、第１３項

前段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を

受けたときは、この限りでない。 

１７ 第１３項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第１５項の届出書の提出

又は法人税法第７５条の４第３項若しくは第６項（同法第８１条の２４の３第２項にお

いて準用する場合を含む。）の処分があったときは、これらの届出書の提出又は処分が

あった日の翌日以後の第１３項後段の期間内に行う第１０項の申告については、第１３

項後段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類

を提出したときは、この限りでない。 

附則第１条第４号中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１日」に改め、同条

第５号中「３項を」を「８項を」に、「平成３２年４月１日」を「令和２年４月１日」に

改め、同条第６号中「平成３２年１０月１日」を「令和２年１０月１日」に改め、同条第

７号中「平成３３年１月１日」を「令和３年１月１日」に改め、同条第８号中「平成３３

年１０月１日」を「令和３年１０月１日」に改め、同条第９号中「平成３４年１０月１日」

を「令和４年１０月１日」に改める。 

附則第２条第１項中「平成３１年度」を「令和元年度」に改め、同条第２項中「平成 

３３年度」を「令和３年度」に、「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同条第４項

中「第１２項」を「第１７項」に改める。 

（上越市都市計画税条例の一部改正） 

第６条 上越市都市計画税条例（昭和５１年上越市条例第３１号）の一部を次のように改正

する。 

附則第２項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３９項」を「附則第１５条第４０項」

に改める。 

附則第３項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４３項」を「附則第１５条第４４項」

に改める。 

附則第１４項中「第１７項、第１８項、第２０項から第２４項まで、第２６項」を「第
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１８項、第１９項、第２１項から第２５項まで」に、「第３１項、第３５項、第３９項、

第４２項、第４３項、第４４項若しくは第４７項」を「第２８項、第３２項、第３６項、

第４０項、第４３項から第４５項まで若しくは第４８項から第５０項まで」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

⑴ 第２条（次号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第７条の規定 令和元年１０月１

日 

⑵ 第２条中上越市市税条例第２８条中第７項を第８項とし、第６項を第７項とし、第５

項を第６項とし、第４項の次に１項を加える改正規定並びに第２９条の２、第２９条の

３及び第３０条第１項の改正規定並びに附則第３条の規定 令和２年１月１日 

⑶ 第３条中上越市市税条例第１５条の改正規定及び附則第４条の規定 令和３年１月１

日 

⑷ 第３条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第８条の規定 令和３年４月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の上越市市税条例（以下

「新条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の

個人の市民税について適用し、平成３０年度分までの個人の市民税については、なお従前

の例による。 

２ 新条例第２４条の２並びに附則第５条の４及び第７条の２の規定は、令和２年度以後の

年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税については、な

お従前の例による。 

３ 新条例第２４条の２第１項及び附則第７条の２の規定の適用については、令和２年度分

の個人の市民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２４条の２第１項 特例控除対象寄附金 

特例控除対象寄附金又は同

条第１項第１号に掲げる寄

附金（この条例の施行の日

前 に 支 出 し た も の に 限

る。） 

 特例控除対象寄附金 

特例控除対象寄附金又は法

第３１４条の７第１項第１

号に掲げる寄附金（この条

例の施行の日前に支出した 
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  ものに限る。） 

 

 

附則第７条の２ 

送付 

送付又は上越市市税条例等

の一部を改正する条例（令

和元年上越市条例第 号）

附則第２条第４項の規定に

よりなお従前の例によるこ

ととされる同条例第１条の

規定による改正前の上越市

市税条例附則第７条第３項

の規定による同条第１項に

規定する申告特例通知書の

送付 

４ 新条例附則第７条第１項から第３項までの規定は、市民税の所得割の納税義務者がこの

条例の施行の日以後に支出する地方税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第２号。

以下この項において「改正法」という。）第１条の規定による改正後の地方税法（昭和 

２５年法律第２２６号）第３１４条の７第２項に規定する特例控除対象寄附金について適

用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に支出した改正法第１条の規定による改正前

の地方税法第３１４条の７第１項第１号に掲げる寄附金については、なお従前の例による。 

第３条 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の上越市市税条例（次項及び第３項に

おいて「２年新条例」という。）第２８条第５項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日

以後に令和２年度以後の年度分の個人の市民税に係る申告書を提出する場合について適用

し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年度分までの個人の市民税

に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。 

２ ２年新条例第２９条の２第１項（第３号に係る部分に限る。）の規定は、附則第１条第

２号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき上越市市税条例第２８条第１項に規

定する給与について提出する２年新条例第２９条の２第１項及び第２項に規定する申告書

について適用する。 

３ ２年新条例第２９条の３第１項の規定は、附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日以

後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第６号）第１条

の規定による改正後の所得税法（昭和４０年法律第３３号。以下この項において「新所得

税法」という。）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（新所得税法第２０３条の

７の規定の適用を受けるものを除く。）について提出する２年新条例第２９条の３第１項

に規定する申告書について適用する。 

第４条 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の上越市市税条例第１５条第１項（第

２号に係る部分に限る。）の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税について適

用し、令和２年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 



- 18 - 

（固定資産税に関する経過措置） 

第５条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の固定資産税

について適用し、平成３０年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第６条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和元年度分の軽自動車税について適

用し、平成３０年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。 

第７条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第１号に掲げる規定による改正後の上越

市市税条例（以下「元年１０月新条例」という。）の規定中軽自動車税の環境性能割に関

する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して

課する軽自動車税の環境性能割について適用する。 

２ 元年１０月新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和２年度以後の年度

分の軽自動車税の種別割について適用する。 

第８条 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の上越市市税条例の規定は、令和３年

度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和２年度分までの軽自動車税の

種別割については、なお従前の例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第９条 別段の定めがあるものを除き、第６条の規定による改正後の上越市都市計画税条例

の規定は、令和元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成３０年度分までの

都市計画税については、なお従前の例による。 

２ この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成 

３０年法律第４９号）附則第１項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間にお

ける第６条の規定による改正後の上越市都市計画税条例附則第１４項の規定の適用につい

ては、同項中「若しくは第４８項から第５０項まで」とあるのは、「、第４８項若しくは

第４９項」とする。 

 


